
3月8日は「国際女性デー」。1975年3月8日に国連で「国際女性デー」が提唱され、1977年に決議された。毎年3月8日前後は、
世界各地で記念行事が開かれるほか、この日は「ミモザの日」とも呼ばれ、ミモザがシンボルとして親しまれている。
2023年の国際女性デーのテーマは「ジェンダー平等のためのイノベーションとテクノロジー」。革新的なテクノロジ
ーとデジタル教育を推進する女性と少女を称え、デジタル分野のジェンダー・ギャップが経済的・社会不平等の拡大
にどう影響するかを探求するとしている。

草加市男女共同参画情報紙

“そよかぜ”には、読んでくださる
みなさんも男女共同参画さわやかサロンも
草加のシンボルの松並木に吹く
穏やかな風のようなさわやかな存在で
あってほしいとの想いがこめられています。

「草加市男女共同参画さわやかサロン」は男女共同参画アドバイザーが常駐する男女共同参画・子育て・

生涯学習・女性キャリアなどの情報発信の場であり、多くの市民の皆様にご利用いただいています。当サ

ロン内には様々なジャンルの図書を取り揃えており、貸出しも行っています。皆さん書架の本を楽しんだ

り、情報交換されたりと思い思いに過ごしています。また「女性情報」「暮しの手帖」を定期購入してお

りサロン内にてご覧いただけます。

令和４年度さわやかサロン実施事業

7/29(金)～8/31(水)展示 11/27(日)実施

【クリスマス工作で製作した作品】

とんがりぼうし 紙コップツリー ゆらゆらサンタ

2/10(金)実施

講師：梅本 真由美氏 （サイエンスライター）

～新刊本１２冊が入りました～

『本当の「心の強さ」ってなんだろう？
～一生を支える折れないメンタルのつくり方～』

齋藤 孝 誠文堂新光社
『炎上CMでよみとくジェンダー論 』 瀬治山 角 光文社新書
『三千円の使いかた』 原田 ひ香 中公文書
『九十歳 わたしの暮らしかた』 曽野 綾子 興陽館

＊ほかにも話題の図書を多く取り揃えています。
＊令和5年度も新刊本が購入される予定です。お楽しみに！
＊サロン使用については人数制限、時間制限を設けています。

あらかじめご了承ください。

＊中面特集記事：「アンコンシャス・バイアス」を知っていますか？」、「女性に対する暴力をなくす運動」サロンでの取組みの紹介

さわやかサロン
では、「時代を
切り拓いた女性
たち」20名を写
真とともにご紹
介しています。

「女性の生き方なんでも相談」のご案内

女性が抱える、家庭や職場、身の回りの様々な問題について女性相談員（公認心理師・臨床心理士）がともに考

え相談に応じます。要予約（無料）

電話相談もできます。相談者の秘密は守ります。仮名でのご相談も可能です。

☆相談場所 草加市文化会館 相談室 （相談時間：1人50分）
☆相談日時 第1土曜日・毎週木曜日 午前11時～午後4時
☆申込み・問合せ先 男女共同参画さわやかサロン

(発 行）草加市男女共同参画さわやかサロン

(開室日）月～金曜日 午前9時30分～午後5時

(休室日）第1水曜日、年末年始、土日祝日 ＊ただし第1土曜は除く

(住 所）草加市松江1-1-5 草加市文化会館２階 ☎ 048-931-9325（内線50）FAX  048-936-4690

<アウェアネス・リボンの色と意味> （3面の解答）

オレンジリボン
「児童虐待防止」

ピンクリボン
「乳がんの予防・啓発」

イエローリボン
「障がいのある人の自
立と社会参加」

グリーンリボン
「移植医療の普及・
推進」

レッドリボン
「エイズの予防・啓発」

レインボーリボン
「平和・多様性を
認める」

Vol.1  2023年3月発行

おぎの ぎんこ

一
言
ト
ピ
ッ
ク

日本近代女性医師の第一号・女性運動家。武蔵国幡羅郡俵瀬村（現在の埼玉県熊
谷市俵瀬）の生まれ。18歳で結婚。夫に淋病をうつされ（異説もある）離婚。
その受療の体験から医師を志した。東京女子師範学校（1期生）を経て、東京都
下谷の好寿院で医学を学んだが、女性ということで内務省の医術開業試験受験を
「前例がない」との理由で拒否された。吟子と支援者との熱意にうたれた当時の
内務省衛生局長長与専斎の計らいで「学力がある以上は、開業試験を受けること
を許可して差し支えない」ということになり、1885年（明治18年）に合格し、
医籍に登録された最初の女性となった。

時代を切り拓いた女性たち① 荻野 吟子

＊埼玉県では、吟子にちなんで男女共同参画の推進に顕著な功績のあった個人や団体、事業所に毎年「埼玉県荻野吟子賞」を
贈っています。

1851～1913

1/27(金)～2/22(水)展示

☆草加市配偶者暴力相談支援センター（人権共生課） ☎048(922)3562 
月～金 8時30分～17時 【専門相談員による対応は10時～16時】 *祝日、年末年始を除く

☆埼玉県配偶者暴力相談支援センター（埼玉県婦人相談センター） ☎048(863)6060
月～土 ９時30分～20時30分／日・祝 ９時30分～17時 *年末年始を除く

☆埼玉県配偶者暴力相談支援センター ☎048(600)3800
（埼玉県男女共同参画推進センター With You さいたま） *祝日、第3木、年末年始を除く

月～土 10時～20時30分

＜自分の生き方・職場の人間関係・家族のこと・性のことなどなんでも＞
☆埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま） ☎048(600)3800 
月～土 10時～20時30分 *祝日、第3木、年末年始を除く

他機関相談先一覧

＜それって、DV？と思ったら！＞（DV…ドメスティック・バイオレンスとは、被害者の性別を問わず事実婚、
元配偶者、同居している交際相手による身体的・精神的・性的暴力のことなどを指します。）


